
刊行にあたって

金融機関が顧客から支持される条件の１つに、個々の行職員が「高いレ

ベルで金融知識・技能を身につけていること」があげられます。このよう

な事情を背景として、銀行業務検定試験は、金融取引におけるさまざまな

知識および技能に関する各種検定試験を実施することで、それぞれの習得

度合いを判定しています。

「銀行業務検定試験・税務２級」は、所得税・相続税・法人税などを中

心に、顧客からの税務相談に対応できる程度の実践的な税務知識について、

その習得度合いを判定するための記述式の試験です。したがって、解答に

あたっては、いかにわかりやすく簡潔に文章をまとめるかが問われます。

そのためには、十分な税務知識を必要とすることはもちろん、過去の出題

傾向に即した練習問題を実際に何度も解き、書いてみることが大切でしょ

う。したがって、本書は出題の意図・ポイントを的確に把握したうえで文

章をまとめ、または計算する点に配慮して編集されています。

なお、過去の問題（最新７回分）については、「税務２級問題解説集」

に収録してあります。本書とあわせて有効に活用することにより、「銀行

業務検定試験・税務２級」に合格され、よりいっそう日常業務に邁進され

ることを祈念して止みません。

２０１８年１０月

経済法令研究会

※本書は、従来の「受験対策シリーズ」から「公式テキスト」に名称変更

したものです。

※本書は、２０１８年１０月１日時点の法令にもとづいて記述しています。



１ 記述式答案の書き方
２ 答案の具体例（良い例・良くない例）
３ 他書との関連

◆ 税務２級出題範囲
◆ 出題項目別一覧（過去７回分）
◆ 平成３２年以降の改正内容等
◆ 所得税等の各種速算表
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所 得 税
本編のガイド 重要項目の要点整理 ここがポイント�

所得の種類

・利子所得（特定公社債等の場合）

……株式等の譲渡損との損益通算を中心に整理しよう！

・配当所得（上場株式等の場合）

……課税方式・譲渡損との損益通算を中心に整理しよう！

・配当所得（一般株式等の場合）

……源泉徴収税率と申告不要制度がメイン

・不動産所得……貸付規模と経費の関係が大切！

・事業所得……同一生計親族への支払は経費になる？

・一時所得……満期保険金／他

譲 渡 所 得

・特定公社債等の譲渡……損益通算と特定口座の関係は？
・株式等の譲渡……課税の原則と上場株式等の特例は基本！

譲渡損と上場配当所得の損益通算も必須の知
識！

・所得の計算……株式等の場合と不動産の場合をメインに覚えよ
う！

・不動産の譲渡……長短区分／取得費と譲渡費用の理解を確実に！
・課税の特例……譲渡損失の取扱い／買換え／

３，０００万円特別控除 �すべて重要なテーマ！
・税額の計算……長期と短期／軽減税率／他
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各 種 控 除

～所得控除～

・雑損控除……計算の仕方を確実に！

・医療費控除……セルフメディケーション税制との関係は？

・社会保険料控除……生命保険料との区別が大切！

・生命保険料控除……旧保険料・新保険料のどっち？

・寄附金控除……ふるさと納税も対象

・配偶者控除……配偶者特別控除との関係は？

・扶養控除……年齢による控除額の違いを覚えよう！

・基礎控除……設例文中に明示がない場合に注意／他

～税額控除～

・配当控除……計算の仕方／他

各種の特例

・特定公社債等の課税の特例を覚えよう！

・上場株式等の課税の特例を覚えよう！

・固定資産の交換の特例……計算の仕方を確実に！

・居住用財産の課税の特例……買換えと３，０００万円特別控除あり

・収用等の場合の課税の特例／他

本編のガイド 33
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１

基本問題

甲は物品販売業を営む青色申告者であり、平成３０年分所得税額の計

算に必要な資料は、次のとおりである。

１．収入・経費などに関する資料

� 物品販売業による総収入金額 １，２００万円／必要経費 １，３００万円

� 貸室（２室）による総収入金額 ２４０万円／必要経費等 １１０万円

（注） 必要経費等のなかには、青色申告特別控除額６５万円を含んでいる。

� 生命保険契約にもとづく満期一時金

総収入金額 ５００万円／支払保険料 ３００万円

（注） 保険期間は１５年であり、保険料負担者・受取人はともに甲である。

� ＮＩＳＡ口座にかかる上場株式の配当金収入 １万円

� 所有期間１０年の土地（更地）を売却したことによる収入金額

２，０００万円

（注） 取得費は１，５００万円であり、譲渡費用として７０万円を支出した。

２．その他の資料

� 前年分に生じた純損失の金額 ２５万円

（注） 総所得金額の計算上生じた（青色申告書を提出している）金額である。

� 所得控除の合計額 ２１０万円

〔質問〕生命保険契約にもとづく満期一時金の所得分類について、次

のうち正しいものを指摘するとともに、その所得の金額を計算

過程を明示のうえ算出してください。

� 退職所得

� 一時所得

� 雑所得

所得税額計算の一巡
出題【１８年・問１／１７年・問１／１６年・問１／１５年・問３／１４年・問１／１３年・問１／１２年・問１】
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�本問のポイント

１ 所得の分類

２ 非課税所得

３ 総合課税と分離課税

４ 所得の総合と一時所得

解答欄（自己作成欄）

１ 所得税額計算の一巡 55
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問題理解と解答作成ポイント

〈図表１－１〉 所得の種類と計算方法

所得の種類 所得の計算方法

利子所得（所２３） 所得の金額＝収入金額
配当所得（所２４） 所得の金額＝収入金額－元本取得に要した負債の利子
不動産所得（所２６） 所得の金額＝総収入金額－必要経費
事業所得（所２７） 所得の金額＝総収入金額－必要経費
給与所得（所２８） 所得の金額＝収入金額－給与所得控除額
譲渡所得（所３３） 所得の金額＝総収入金額－（取得費＋譲渡費用）－特別控除額（５０万円）
一時所得（所３４） 所得の金額＝総収入金額－支出した金額－特別控除額（５０万円）

雑所得（所３５） 所得の金額＝��
公的年金等
の収入金額－

公的年金等
控除額

�
�＋（総収入金額－必要経費）

退職所得（所３０） 所得の金額＝（収入金額－退職所得控除額）×１２
山林所得（所３２） 所得の金額＝総収入金額－必要経費－特別控除額（５０万円）

所得税は、個人の１年間（１／１～１２／３１）に生じたすべての所得（非課

税所得を除く）に対して課税される。ただし、所得の発生態様（発生原

因）によっては、必要経費の範囲や担税力（税負担能力）に差異があるた

め、所得税法において所得を１０種類に区分し、その区分された所得ごとに

各種所得の計算方法および課税方法を個別に定めることにより、課税上の

公平を図っている。

１ 所得の分類

所得税法では、図表１－１のような１０種類に所得を分類し、それぞれの

計算方法を定めている。

２ 非課税所得

非課税所得とは、法律などの規定により、課税所得から除外される所得

をいう。したがって、非課税所得には所得税が（住民税も）課税されない。

反対に、非課税所得に損失が生じた場合であっても、その損失はなかった

ものとみなされる。

6 所 得 税



自己所有の事業用倉庫が火災により焼失した場合

損害保険の保険金受取額 １００万円

火災消失直前の帳簿価額 １７０万円

〔上記�の計算例〕

� 所得税法の規定により非課税とされる主なもの

① 給与所得者の通勤手当（月額１５万円が限度）

② 生活用動産（家具・什器・衣類など）の譲渡による所得

※ １個または１組の価額が３０万円を超える貴金属や書画骨董などの譲

渡による所得は課税される。

③ オープン型証券投資信託の特別分配金

④ 損害保険契約等にもとづく保険金・給付金で、身体の傷害・資産

の損害に基因して本人・配偶者・直系血族などが支払を受けるもの

※ 資産の損害からは、棚卸資産等の損失について支払を受けるもので、

事業所得などの収入金額に代わる性質を有するものを除く。

上記の計算例において、非課税所得は受取保険金の１００万円である。ただ

し、各種所得（事業所得など）の計算上必要経費に算入される火災損失額

は、直前の帳簿価額１７０万円から非課税所得である受取保険金１００万円を差

し引いた７０万円（１７０万円－１００万円）とする点に注意が必要である。

なお、直前の帳簿価額が１００万円で受取保険金が１７０万円のときには、必

要経費に算入される火災損失額はなく（０円）、受取保険金のうち帳簿価額

を上回る７０万円が非課税所得となる。

� 租税特別措置法の規定により非課税とされる主なもの

① 納税準備預金の利子（目的外引出の日の属する利子計算期間対応

分の利子は課税される）

② 勤労者財産形成住宅貯蓄の利子（下記③を含めた元本５５０万円が

限度）

③ 勤労者財産形成年金貯蓄の利子（上記②を含めた元本５５０万円が
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